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１調査の目的

本アンケート調査は、高度情報化社会へ向け精華町がめざすまちづくりの中で、

地理特性や産業特性、住民のライフスタイルに合った情報通信基盤（情報サービスな

どを含む）のあり方を検討していくために、住民が情報化についてどのように考えて

いるかを把握することを目的に実施する。あわせて、精華町として今後の情報化施

策の方向づけを行う総合的な「精華町情報化基本計画(仮称)」を策定するための基礎

資料とする。

２調査方法

(1)調査対象

◆住民：１６歳以上の住民基本台帳

◆企業：町内立地の企業・研究所、またはベンチャー企業

(2)調査対象者数

◆住民：男性７５０人、女性７５０人　計１，５００人

◆企業：１００社

(3)対象者抽出方法

◆無作為抽出

(4)調査手法

◆郵送配布、郵送回収による郵送調査法

(5)調査期間

◆平成16年８月６日から平成16年８月27日まで

(6)そのほか

住民へのアンケートは、回答のしやすさ、また統計的な分析を行うため、選

択式を中心とする。

企業へのアンケートは、対象を絞り（１００社）、具体的な提言や意見を収集

するために記述式を中心とする。

３回答数

◆住民：５２４人（男性２３７人、女性２７８人、無記入９人）

◆企業：８１社

資料 ―１
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平成17年７月19日から８月17日までの期間、｢精華町情報化基本計画(案)｣に関する意見募
集を行った結果、７人の方から、延べ１９件のご意見をいただきました。これらの内容は、
今回の基本計画の理念に関することから、具体的な取り組みや方策に対する提案まで、幅広
いご意見をいただきありがとうございました。

ご意見の内容とその数は、以下のとおりです。なお、提出いただいたご意見は、適宜要約
するとともに、同じ内容のものは整理をし、まとめて記載しています。

○全般に関すること　　２件
○文章や表現に関すること　　２件
○前文、精華町を取り巻く状況に関すること　　１件
○基本理念と目標に関すること　　２件
○基本的な取り組み・重点的な取り組みに関すること　　８件
○実現の方策に関すること　　３件
○意見募集（パブリック・コメント）に関すること　　１件

資料 ―４

項番 

１ 

項　　　目 

○全般に関すること 

○文章や表現に関すること 

○前文、精華町を取り巻く状況に関すること 

ご 意 見 の 概 要  情報化基本計画への反映 

夢のある計画に 表紙を除けば、全国どこの町でも使えそうな計画であると
いう気がします。｢第５章 重点的な取り組み｣にしても、
総花的な感じがします。欲を言えば、もっと夢のある計画
がほしいと思います。2012年までの計画にしては、現時点
で可能なものばかり集めた小粒な計画に見えます。

ＩＴの進展は８年先まで見通せないほど日
進月歩であり、新しい技術動向などは、実
施計画（短・中・長期）に取り入れ、実現
を図る予定です。（短期…３年、中期…５年、
長期…８（最終）年） 

２ 

計画全体に対して 情報の発信源はどこか？
どこでだれがどのように、情報というパッケージにする
のか？
責任はだれが持つのか？
情報を得る手段はどこか？
情報を得る手段は何か？

計画全体の主旨は、第１章を中心に記載
させていただいています。 

３ 

個々の施策レベルの整理 個々細部の計画に関して、政府レベルで取り組むもの、京
都府レベルで取り組むもの、すでに提供されているサービ
スに対して連携を取ることで充足できるものなどが、計画
として混在していますので、代替可能なサービスがすでに
実現されている項目に関して見直しをされるべきではない
でしょうか。

住民生活の向上に必要な情報化を推進す
る計画であることから、多様なレベルが
混在化していますが、実施主体などは実
施計画において整理します。 

４ 
用語説明について 用語説明があるのは、大変良いと思うが、ただし、説明

不足のものもあり、一般の人には理解できないものもあ
ると思います。 

再度、見直しを行い、わかりやすくして
いきたいと考えます。 

５ 

情報通信基盤について 現在、ＮＴＴの電話で、ＡＤＳＬができない地域（精華台） 
があり、情報化が立ち遅れています。光ファイバを各個
人の費用で敷設すればよいのかもしれませんが、それで
は町の施策といえないと思います。

第4章－3－（２）－�に主旨は記載していま
す。具体的な施策に関しては、実施計画に
おいて整理します。
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項番 

６ 

項　　　目 

○基本理念と目標に関すること 

○基本的な取り組み・重点的な取り組みに関すること 

○実現の方策に関すること 

ご 意 見 の 概 要  情報化基本計画への反映 

情報化が感じられる計画に 本当の情報化は、自分で何とか情報を得るという難しい
ものではダメなのですよ。ここにアクセスすれば、何と
かつながるというぐらいの信頼できるソースにしなけれ
ば誰も利用できません。ここにアクセスすれば、急に子
どもが病気をしても、留守番をしてくれる人が来て、病
院まで送ってくれる人がいて、病院では受け入れ態勢が
できていて、専門医がいなくても、インターネットテレ
ビ電話で、専門医のアドバイスの下に治療がされる。こ
ういうのが、「ＩＴ化の本質」じゃないのでしょうか。  

第３章－３で、ＩＴの本質については概ねイメー
ジしています。 

７ 

電子化による緊急時の情
報について 

アンケートにもあったように、緊急時に正確な情報を早
く得られることさえクリアーできれば、普段は、自分で
何とかして情報を得ているので、行政が何から何まで、
面倒を見る必要性はないと思いますし、税金のムダ使い
になります。 

第３章－１と３で、概ねイメージしています。 

８ 

住基カードの有効活用また
は多機能ＩＣカードシステム
の導入について 

住基カードはＩＣカードであるということが特徴です。
その有効活用については、国の指導もあります。計画の
中には触れられているのですが、具体的な目的利用はあ
るのでしょうか。それとも、独自の多機能ＩＣカードシ
ステムを構築されるのでしょうか。  

第４章－１－（１）－�に主旨は記載しています。
また、独自のシステムを開発する予定は、この計
画にはありませんが、具体的な施策は実施計画
において整理します。 

９ 
社会的弱者の方々に配慮を 情報化や電子的な行政サービスを進めるうえで、常に障

害者などのいわゆる社会的弱者の方々への配慮を忘れな
いでください。  

第４章－１－（２）と第４章－３－（２）－�に主旨は
記載しています。 

10

開放されているパソコンの
更新や設置について 

むくのきセンターのパソコン教室で使用されているパソ
コンなどの機器が老朽化していると感じていますが、こ
れらの更新はどのように考えておられるのでしょうか。
また、役場と同じように、むくのきセンターにもインター
ネットが見れる開放端末を置く必要性があると思います。
理由は、パソコン教室を開催している場所であることと、
施設の予約情報を確認する意味からです。今後、電子自治
体を推進するのであれば、住民に対する情報リテラシーの
向上は欠かせない項目の一つと感じます。 

第４章－１－（１）－�と第４章－３－（１）－�、第４
章－３－（２）－�に主旨は記載しています。 

11

ＩＴサポートの充実を 町内の各地域にＩＴボランティアを育成し、パソコンに
不慣れな方、子育て中の方、社会的弱者の方などに対し
て、窓口相談を開設するなどのサポートを充実させてほ
しい。  

第４章－３－（１）－�に主旨は記載しています。 

12

外国人への支援について 精華町は外国人の居住者も多く、その対応は不可欠で
す。しかし、精華町の外国人への対応はまだまだであり、
ホームページを利用し、在住外国人に母国語での生活
情報を提供する必要性があります。また、国際化の推進
にインターネットが大変効果的だと思いますが、更新が滞
っていたり、英語しかないホームページの状況をどのよう
にお考えですか。

第４章－３－（１）－�と、第４章－３－（２）－�
に主旨は記載しています。具体的な施策に関
しては、実施計画において整理します。 

13

テレビ電話会議の可能性
について 

庁内の会議も、ＩＰ電話などを使って「テレビ電話会議」
をしたら、会議室に集まる必要もないし、自宅からでも出
張先からでも、他の事務所からでも会議に参加ができ、
時間の有効利用が図れ、事務の効率化が図れるのでは
ないでしょうか。

第４章－３－（２）－�と、第４章－３－（２）－�に
主旨は記載しています。テレビ会議システムなど
は、実施計画において検討します。 

14
電子会議システムの構築
について 

行政と住民とのパートナーシップには対話が不可欠であ
り、双方向の電子会議システムは非常に有効だと思いま
す。住民みんなが地方自治に参加できるシステムを考え
てください。

第４章－３－（２）－�に主旨は記載しています。 

15
具体的な取り組みの表示
について 

第５章の具体的な取り組みについては、マイルストーン
のような５年間の時間軸を念頭においた図表などによる
表示を望みます。

第5章で記載されている実施内容などは、実
施計画において整理します。 

16
効果的なシステムの構築を 効率的な行政システムの構築を図るためには、行政組織

内部の意思決定をトップダウンではなく、フラット化し
ていくように情報システムを構築する必要がある。

第６章－１に主旨は記載しています。 
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項番 

17

項　　　目 

○意見募集（パブリック・コメント）に関すること 

ご 意 見 の 概 要  情報化基本計画への反映 

計画実行の具体性につい
て 

この情報化基本計画を具体化するにあたり、計画の進展状
況について、懇話会メンバーに定期的に報告するなり、あ
るいは外部評価や住民評価をしてもらう機会をつくるなど
して、実効性の担保をつくってほしい。

第６章－１に主旨は記載しています。 

18
国・京都府との連携を 国・京都府との連携を十分に行い、整合性のとれた無理

やムダのない施策を実施してほしい。
第６章－４に主旨は記載しています。 

パブリック・コメントをする時期は、懇話会での提言書
作成中に組み込んだ方が良かったのではないだろうか。
パブリック・コメントで出された意見を提言書に取り入
れることによって、より充実した提言書になったのでは
ないかと思う。

提言書をまとめるにあたり、アンケートや
意見募集、ヒアリングを実施し、住民の声
を反映させています。そのため、情報化基
本計画案への意見募集としました。

19

パブリック・コメントの
主体について 
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精華町情報化基本計画検討懇話会設置要綱

（目的）

第１条　この要綱は、精華町情報化基本計画の策定に当たり、町民等の幅広

い意見を反映するため、精華町情報化基本計画検討懇話会（以下「懇話会」

という。）を開催し、もって情報通信技術の活用による、地域の情報化及び

町行政の情報化（以下「情報化」という。）を推進し、町民の利便性向上、

行政の効率化、町民と行政の情報の共有化等に資することを目的とする。

（所掌事務）

第２条　懇話会は、町における新しい情報化基本計画策定のために必要な調

査、研究を行い、その結果を町長に報告するものとする。

（委員）

第３条　懇話会は、委員１０名以内をもって組織する。

２　委員は、学識経験者、民間関係団体等の代表者及び町民のうちから、町

長が委嘱する。

３　委員の任期は、委嘱の日から新しい情報化基本計画策定に資する調査、

研究を終了し、報告を行う日までの期間とする。

４　委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第４条　懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

２　会長は、会議を招集し、会務を総理する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

４　会長が必要と認めるときは、懇話会の会議にそのつど関係者の出席を求

めて、その意見又は説明を聞くことができる。

５　懇話会の会議は、原則公開とし、会議の傍聴等を行うことができるほか、

次のとおりとする。

� 懇話会の議論に関し、意見書を提出することができる。

�　会議の公開に関し、必要な事項は別に定める。

（庶務）

第５条　懇話会の庶務は、総務部財政課情報システム係において行う。

資料 ―５
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（その他）

第６条　この要綱に定めるもののほか、懇話会の開催及び運営に関し必要な

事項は、会長が会議に諮って定める。

附　則

１　この要綱は、平成16年10月１日から施行する。

２　この要綱施行後最初の懇話会の招集は、第４条の規定に関わらず、町長

が行う。
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精華町情報化基本計画検討懇話会公開要領

（趣旨）
第１条　この要領は、精華町情報化基本計画検討懇話会設置要綱第４条第５
項第２号の精華町情報化基本計画策定懇話会（以下「懇話会」という。）の
公開の規定に関し、必要な事項を定めるものとする。
（公開方法）
第２条　会議の開催については、広く町民が参加できるよう配慮するものと
する。
２　傍聴席および意見書の提出に関し、必要な措置を講じるものとする。
（公開の手続き）
第３条　会議を傍聴しようとする者は、会議当日に所定の場所で、自己の住
所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
（傍聴人の定員）
第４条　傍聴に関して特に定員を定めないが、会場等の都合により会長が議
事の進行に支障があると認めたときは、傍聴を制限することができる。
（傍聴できない者）
第５条　次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴できない。
� 会議の出席者等に迷惑を及ぼすおそれのある物を所持している者。
� 議事の進行を妨げるおそれのある物を所持している者。
� その他、議事の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認めら
れる者。
（傍聴人の守るべき事項）
第６条　傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
�　会議における意見に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明し
ないこと。
� 私語を慎み、みだりに席を離れないこと。
� 会議の秩序を乱し、また議事の進行の妨害となるような行為をしないこ
と。
（撮影、録音等の禁止）
第７条　傍聴人は、写真、録画等の撮影をし、または録音等をしてはならな
い。
（意見書の提出）
第８条　会議の内容等に関し意見のある者は、会議の終了後に指定された様
式により、意見書を提出することができる。

資料 ―６
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（意見書の取りまとめ）
第９条　懇話会の庶務は、提出された意見書を取りまとめ、次回の懇話会で
報告するものとする。ただし、必要がある場合は、懇話会の開催までに報
告することができる。
（係員の指示）
第10条　傍聴および意見書を提出しようとする者は、すべて係員の指示に従
わなければならない。
（会議録の公開）
第11条　会議録は、発言内容を要約することとし、委員名を挙げて公開する
ものとする。
（定めのない事項）
第12条　この要領に定めのない事項が生じたときは、その都度、会長が会議
に諮って定めるものとする。
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精華町情報化基本計画検討懇話会委員名簿

（50音順）

資料 ―７

氏　　名 所　　　　属 役 職 等

青木　達男 ㈱世須羅 会社役員

天野　貴之 ㈱けいはんなインフォザール 専任講師

岩井　三郎 町内在住（里地区） 一般公募

郷原　秀昭 ＮＰＯ法人けいはんな文化学術協会 理事

清水　　毅 町内在勤（山田地区） 一般公募

濱田　敦子 朗読ボランティア『ひびき』 会長

林　けい子 町内在住（桜が丘地区） 一般公募

村 一美 ㈱キネット 技術・営業部長

山本　正明 せいか地域ITボランティア『ITゆう』 会長

渡辺　好章 同志社大学工学部電子工学科 教授
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精華町情報化基本計画検討懇話会開催経緯

資料 ―８

日 程  備 　 考主 　 な 　 内 　 容  

事前協議 
（平成１６年１０月１日） 

第１回 
（平成１６年１０月１４日） 

第２回 
（平成１６年１１月４日） 

事前協議 
（平成１６年１１月２４日） 

第３回 
（平成１６年１２月１日） 

事前協議 
（平成１７年１月３１日） 

第４回 
（平成１７年２月２１日） 

提言書提出 
（平成１７年３月１７日） 

懇話会の進め方に関しての協議 

町長あいさつ

懇話会の設置
　(1) 委員の委嘱・紹介
　(2) 会長、副会長の選出

議事
　(1)国・京都府における情報化推進施策について
　(2)精華町の情報化概要について
　(3)情報化基本計画の策定について
　(4)今後の進め方について
　(5)基本計画策定にかかる情報化アンケート調査
について

　(6) 討議 

議事
　(1)「デジタルテレビを活用した地域情報化について」
　　　　松下電器産業株式会社関西支店
　　　　ｅサービスグループ担当課長　奥野慎也氏
　(2)｢基本計画策定にかかる情報化のアンケート調査
の結果について｣

　(3)「携帯電話を活用した社会インフラ」
　　株式会社世須羅　代表取締役　青木達男氏
　(4) 第１回懇話会の報告について 

基本計画策定にかかる情報化アンケート調
査について 
 
●調査方法 
　(1)調査対象 
　　◆住民：１６歳以上の住民基本台帳 
　　◆企業：町内立地の企業・研究所、 
　　　　　  またはベンチャー企業 
　(2)調査対象者数 
　　◆住民：男性７５０人 
　　　　　 女性７５０人 
　　　　　 計１，５００人 
　　◆企業：１００社 
 
●回答数 
　　◆住民：５２４人 
　　（男性２３７人、女性２７８人、無記入９人） 
　　（回答率　３４．９％） 
　　◆企業：８１社 
　　（回答率　８１．０％） 

各委員からメールで、各々の分野
での意見募集を実施 

各委員からメールで、実現させた
い情報化施策の意見募集を実施 

第３回に向けての協議 
各委員からの意見集約について 

議事
　(1)「各委員からの意見書の検討について」
　(2) ｢本懇話会からの提言について｣ 

第４回に向けての協議
提言書（案）に関する協議 

議事
「提言書（案）について」 

「精華町情報化基本計画策定に向けた提言
書」を懇話会会長から精華町長に提出 



― 81―

資料 ―９



― 82―

情 報 系 シ ス テ ム 一 覧

資料 ―10

サブシステム名称 システム概要 運用部課

住民記録システム 住民基本台帳管理及び住民票発行業務、各種照会業務等 民生部住民課

選挙システム 選挙人名簿管理及び選挙入場券発行業務等 総務部総務課

徴収システム 収納消込及び口座振替業務 総務部税務課

住民税システム 課税計算及び賦課台帳管理、納税通知作成業務等 総務部税務課

固定資産税システム 課税計算及び賦課台帳管理、納税通知作成業務等 総務部税務課

軽自動車税システム 賦課台帳管理及び納税通知作成業務等 総務部税務課

起債管理システム 起債償還表管理業務 総務部財政課

国民健康保険システム 賦課台帳管理及び納税通知作成、医療費給付業務等 民生部住民課

国民年金システム 国民年金被保険者台帳管理及び口座振替業務等 民生部住民課

児童手当システム 児童手当受給者台帳管理及び口座振替業務等 民生部児童育成課

学齢簿システム 学齢簿管理及び入学通知業務等 教育部学校教育課

確定申告事務支援システム 国税申告及び申告相談業務等 総務部税務課

健康管理システム 各種検診データ及び予防接種台帳管理業務等 民生部衛生課

老健・医療システム 老人保健・福祉医療受給者台帳管理及び口座振替業務等 民生部住民課

土木積算システム 公共土木等単価計算業務 事業部監理課ほか

自動交付機システム 住民票及び印鑑証明書、各種税証明書の自動交付業務 民生部住民課

財務会計システム 予算編成及び予算執行、出納、決算、決算統計業務等 総務部財政課

印鑑システム 印影データ登録及び印鑑証明書発行業務等 民生部住民課

家屋評価システム 平面図作成及び評価計算業務等 総務部税務課

保育料システム 支弁台帳管理及び保険料通知業務等 民生部児童育成課

多目的徴収システム 非システム化課税事務における口座振替等の汎用的徴収業務 出納部出納課ほか

人事給与システム 給与計算及び人事管理業務 総務部総務課

交付税公債台帳システム 交付税公債台帳管理業務 総務部財政課

図書システム 書誌情報及び貸出管理業務等 教育部図書課

電子メールシステム インターネットメッセージ交換管理業務 総務部財政課

行政情報ネットワークシステム 庁舎構内ネットワーク（統合配線）システム及び外部職場 総務部財政課
ネットワーク・関係機関等ネットワーク・端末型ダイア
ルアップ接続、ＩＣカード認証業務等

宛名管理システム 住登外納税義務者を中心とした住記汎用宛名管理業務 総務部税務課

外国人登録システム 外国人登録及び外国人登録証発行業務等 民生部住民課

介護保険システム 被保険者台帳管理及び介護保険現物給付業務等 民生部福祉課

幼稚園補助金システム 幼稚園助成対象者管理及び口座振替業務等 教育部学校教育課

新着情報配信システム 新着情報公開管理業務 総務部企画調整課

戸籍システム 戸籍登録及び戸籍証明書発行業務等 民生部住民課

会議室・公用車予約システム 庁舎内会議室予約台帳管理及び文字表示案内装置管理業務 総務部総務課

スケジュール管理システム 組織別個人スケジュール情報管理業務 総務部財政課

ＩＴ資産管理システム コンピュータ・ネットワーク資産在庫管理業務等 総務部財政課

町民カード管理システム 町民カード保有者を各種サービスの対象とするためのデー 民生部住民課
タベース管理業務
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サブシステム名称 システム概要 運用部課

インターネットサービスシステム インターネット個人認証業務 総務部財政課

インターネット健康相談システム インターネット健康相談応答及び簡易健康データ管理業務 民生部衛生課

公共施設予約システム 公共施設予約台帳管理及び許可書発行、インターネット照 総務部総務課ほか
会・仮予約受付業務

総合窓口接客支援システム 接客支援シナリオ管理及び各種申請書一括発行、他課業務 民生部住民課
依頼管理業務等

電話受付履歴管理システム 代表電話一次受付及び転送履歴、接客対応情報管理業務 総務部総務課

インターネットダウンロードシステム インターネット行政資料等配布管理業務 総務部財政課

インターネット映像配信システム インターネット映像コンテンツ製作及び編集、蓄積整理、 総務部財政課
配信業務

パブリック・コメントシステム 施策分野別インターネット公聴業務 総務部企画調整課

議事録検索システム 議事録検索支援業務 議会事務局

財産管理システム 公有財産台帳管理業務 総務部財政課

障害者福祉システム 身体障害者手帳、療育手帳台帳等のデータ管理業務 民生部福祉課

住民基本台帳ネットワークシステム 住民基本台帳の全国的コンピュータ・ネットワーク支援業務 民生部住民課

身体障害者支援費対応システム 支援費の受給者データ管理業務 民生部福祉課

債務負担行為管理システム 委託・賃貸借契約の複数年度契約管理業務等 総務部財政課

総合行政ネットワークシステム LGWANサービス、京都デジタル疏水ネットワーク、公的個 総務部財政課
人認証サービス管理業務等

生活保護システム 傷病届発行、支給業務、台帳管理業務等 民生部福祉課

ホームページ作成支援システム ホームページ管理業務 総務部財政課
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用　語　説　明

（アルファベット順）

ｂｐｓ（Bits Per Second）:通信回線などのデータ転送速度の単位のこと。ビット毎秒。

1bpsは、１秒間に１ビットのデータを転送できることを表す。

ＣＲＭ（Customer Relationship Management）:データベースに自動的に蓄積された利用情

報などから顧客の好みや傾向を分析し、それに応じたサービスを効率よく更新（カスタマイズ）

する手法のこと。顧客ニーズに先回りした情報提供やサービスを創出するのに有効である。

ｅ－Ｊａｐａｎ : 2000年９月21日に森首相（当時）が所信表明演説の中で掲げた、すべての国

民が情報通信技術を活用できる日本型ＩＴ社会を実現するための構想のこと。

ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ :国のＩＴ戦略本部において、2001年（平成13年）１月に決定された

「e-Japan戦略」は、高速インターネットに接続する世帯数を大きく引き上げるなど、特にイ

ンフラ整備の部分で大きな役割を果たした。そうした成果を踏まえ、ＩＴ基盤をさらに社会

全体で活用し、国民がＩＴの便利さを実感できるような社会を実現するため、「e-Japan戦略

Ⅱ」（平成15年７月）として決定された第２期のＩＴ国家戦略のこと。

ｅ－ラーニング :パソコンやコンピュータネットワークなどを利用して教育を行うこと。教

室で学習を行う場合と比べて、遠隔地にも教育を提供できる点や、コンピュータならではの

教材が利用できる点などが特徴。企業の社内研修で用いられているほか、英会話学校などが

インターネットを通じて教育サービスを提供している例などがある。

ＦＴＴＨ（Fiber To The Home）:電話局から各家庭までの加入者線を結ぶアクセス網を光フ

ァイバ化し、高速な通信環境を構築する計画のこと。

ＧＰＳ（Global Positioning system：全地球測位システム）:米国によって軍事用に開発され

た衛星を使った位置決定システムのこと。近年では、民間にも開放され、航空機・船舶など

の航法支援、カーナビゲーション用として広く利用されている。

ＩＣカード :ＩＣ（Integrated Circuit:集積回路）メモリーを内蔵したカードのこと。利用分野

としては、バンキング、ショッピング、健康・医療などが多い。

ＩＴ（Information Technology）:情報通信技術の略。コンピュータやデータ通信に関する技

術を総称的に表す語のこと。
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ＬＡＮ（Local Area Network）:パソコン、オフコンなどの端末装置を通信回線で接続し、相

互にプログラムやデータを伝送するネットワークのこと。同じビル内や構内など、限られた

距離の範囲で使用される。

ＮＰＯ（Non-Profit Organization）:環境・福祉・国際交流・地域情報化などに関する目的で

広範囲にわたりさまざまな活動を行っている非営利の民間組織のこと。

ＳＯＨＯ（Small Office/Home Office）:会社と自宅や郊外の小さな事務所をコンピュータネ

ットワークで結んだ仕事場のこと。

（50音順）

アクセス :ネットワークを通じて、別の場所にあるコンピュータ、あるいはデータベースに

接続すること。

アナログ :物質・システムなどの状態を連続的に変化する物理量によって表現すること。

アプリケーション :特定の利用目的を持って作成されたソフトウェアの総称のこと。

アラートメール :事前に登録しておくことにより、ほしい情報が自動的にメールで送られて

くるサービスのこと。

インターネット :世界中のコンピュータをつないで、加入者間の情報交換ができるようにし

た国際的な通信情報サービスシステムのこと。

イントラネット :インターネットの技術とネットワーク基盤を使い、企業や学校などの組織

内で情報の共有化などを目的としたシステムのこと。

インキュベーション :ＩＴ分野では、情報産業などの新しい事業を立ち上げようとするベン

チャー企業などを技術的・資金的にサポートすること。

オンライン :回線が接続している状態のこと。

ギガビット・ネットワーク :平成10年度に通信・放送機構が整備した｢研究開発用ギガビッ

ト・ネットワーク｣のこと。研究開発用として、大学・研究機関・行政機関・地方自治体・

企業などに広く開放し、超高速ネットワーク技術や高度アプリケーション技術をはじめとす

る、21世紀における超高速ネットワークの実現に向けての研究開発を行う目的として整備さ

れた。
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京都デジタル疏水ネットワーク :ネットワークの中核を形成する幹線、総合教育センターや

府立学校、防災関係機関などを接続するための支線、そして幹線と支線を結ぶ接続拠点から構

成され、幹線は、2.4ギガbpsのリング構成で、北部と南部の２つのリングでつながっている。

接続拠点は、北部地域の丹後・中丹東・中丹西・南丹の４つと、南部地域の山城の合計５つ

の地域接続拠点があり、中央接続拠点とあわせて６つの接続拠点で構成されている。中央接

続拠点は、京都ＩＸや京都大学とギガビットサービスで接続され、各市町村とは、各接続拠

点から100メガbpsで接続されている。

ケーブルテレビ :テレビの有線放送サービスのこと。山間部地域など、地上波テレビ放送の

電波が届きにくい地域でもテレビの視聴を可能にするという目的で開発された。近年では多

チャンネルや電話サービス、高速なインターネット接続サービスなどを武器に、都市部でも

加入者を増やしている。

公的個人認証サービス :行政手続のオンライン化に障害となるインターネット社会の課題

（成りすまし、改ざん、送信否認など）を解決する本人確認サービスを提供し、従来、窓口に

出向く必要があった行政手続きが、家庭や職場からインターネットで可能となるサービスの

こと。

コミュニティＦＭ :平成４年１月に郵政省により制度化された、市町村に開設するＦＭラジ

オ局のこと。これまでのラジオ局は、都道府県という大きなエリアの放送局であったが、コ

ミュニティ放送局は、市や町のエリアでよりきめ細かな情報の発信が可能となる。

コンテンツ :ＩＴ分野では、情報サービスの内容のこと。具体的には、文書、画像、音楽、

動画、それらを統合したホームページそのものや、ホームページなどを利用した情報サービ

スなどをいう場合が多い。

コンピュータウイルス :コンピュータのネットワークなどを通じて、他のシステムに入り込

み、自己増殖したり、格納してあるファイルを破壊したりするプログラムのこと。ウイルス

になぞらえていう。

住民基本台帳ネットワークシステム :国と都道府県、市区町村を専用回線で結び、氏名、住

所、生年月日、性別の４情報を個人番号で管理するシステムのこと。住民は、住所地市町村

に申請すれば、住民基本台帳カードの交付が受けられる。このカードは、住民票の写しの広

域交付、転入転出の特例処理の際に必要となるほか、市町村長が条例で定める目的に利用で

きるなど、さまざまなサービス（例：印鑑登録証明事務、福祉サービス、公共施設の利用予

約など）に利用できる。

情報家電 :個人用の情報機器で、家電とコンピュータを融合した商品、または家電化したパ

ソコンなどの総称のこと。
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情報弱者 :さまざまな理由から、パソコンやインターネットをはじめとする情報・通信技術

の利用に困難を抱える人のこと。

情報リテラシー :コンピュータやネットワークを活用して情報やデータを扱うための知識や

能力のこと。主としてコンピュータを用いた情報の整理や発信の能力を意味し、パソコンの

操作やデータの整理、インターネットでの情報検索などさまざまな分野を含む。

セキュリティ :情報通信システムで取り扱われる情報やデータの安全性のこと。

セキュリティポリシー :組織内の、セキュリティに関する基本的な方針や行動指針のこと。

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ：Local Government Wide Area Network）:地方公共団

体を相互に接続した行政機関ネットワークのこと。e-Japanにおける全国規模の行政ネット

ワーク構築計画に位置付けられ、2003年度から本格運用が開始された。これにより、行政事

務の効率化・迅速化、重複投資の抑制などが図られる。

ソフトウェア :コンピュータを動作させる手順・命令をコンピュータが理解できる形式で記

述したものをいう。

地域ポータルサイト :インターネットにおける情報アクセスの玄関口として機能するホーム

ページのこと。取り扱うアクセスサービスの種類によって、地域の身近な情報を中心とした

「地域ポータルサイト」のほか「情報案内ポータル」「関連リンクポータル」「行政サービス

ポータル」「情報検索ポータル」などがある。

ツール :特定の作業をするために専用の道具となるソフトウェア、またソフトウェアの一部

のこと。

データベース :データの共有化、統合管理などを目的として、データをあらかじめ定義した

形で集中的に集積し管理する構造のこと。

デジタル :物質・システムなどの状態を離散的な数字・文字などの信号によって表現すること。

デジタルアーカイブ :絵画や古文書、伝統芸能その他のあらゆる歴史文化資源を電子化して

収納・整理したもののこと。

デジタルデバイド :パソコンやインターネットなどの最新のＩＴを活用し、社会的・経済的

な成功を得る人々と、こうした技術を活用できず情報化の恩恵から疎外される人々との間に

生まれる格差のこと。個人間の格差のほかに、国家間・地域間の格差をいう場合もある。
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電子自治体・電子役場 :地方公共団体のあらゆる業務にＩＴを活用することにより、行政サー

ビスの向上および業務効率化を狙うこと。国では、2005年度までに電子政府の実現をめざし

ているが、行政サービスを全国的に展開するためには地方公共団体のＩＴ化が不可欠。

電子申請 :インターネットを通じ、行政などへの各種申請・届け出を行うこと。２４時間、

どこからでも申請ができるようになるほか、申請の取扱状況もオンラインで照会することが

できる。

電子政府 :コンピュータシステムやインターネットを利用し、処理を電子化した行政機構の

こと。

電子入札 :インターネットを利用した公共事業の入札のこと。資格登録・公告・応札・開

札・落札者決定までの一連の手続きを、すべてオンラインで行うことができる。

電子認証 :ネットワークを介してデータのやりとりをしている相手が真に本人であること、

データが改変されていないこと、処理が正当に行われたことを電子的に確認すること。電子

商取引などの信頼性を確保するうえでの基本的な要素となる。

統合型地理情報システム（Geographic Information System：統合型ＧＩＳ）:地図データや

位置参照情報（「国土空間データ基盤」という）と、その上に掲載される統計情報などの表形

式のメタデータ（「基本空間データ」という）をデータベース化し、包括的に画面を介して取

り扱うシステムのこと。統合型地理情報システムとは、行政分野を中心に、複数の部署が利

用する地図データを各部署が共用できる形で整備し、利用していく横断的なシステムまたは

枠組みのこと。

特区 :地方公共団体や民間事業者の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を

導入する特定の区域（構造改革特区）のこと。

ナビ（ナビゲーション）:行き先を教える先導役のこと。

ネットワーク :ＩＴ分野では、コンピュータ間の通信網のこと。

ノンストップサービス :住民が都合の良い時間にサービスを受けることを可能にするサービ

スのこと。特に、「時間的にノンストップ」であるという考え方で使用される。すでに、コ

ンビニエンスストアを活用して２４時間サービスを実現している自治体もある。電子自治体

の実現により、行政情報の提供から、各種手続き、手数料の支払い、入札に至るまでのさま

ざまな手続きが、利用者の都合の良い時間に可能となる。

パブリック・インボルブメント :施策や計画・事業の立案・実施に際して、プロジェクトの
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進め方や経過、計画内容などの情報を広く公開するとともに、住民から意見を伺い、対話を

重ねながら、計画・事業を進めていく仕組み（手続き）、またはそのコミュニケーション諸活

動のこと。

パブリック・コメント :行政の基本的な施策などを決定する過程において、その施策などの

案を広く住民に公表し、これに対して住民から提出された意見などの概要及びこれに対する

町の考え方などを公表するとともに、その住民から提出された意見などを考慮して当該施策

などの案の決定を行う一連の意見募集に関する手続きのこと。

バリアフリー :障害者や高齢者が生活していく際の障害を取り除き、誰もが暮らしやすい生

活・社会環境をつくろうという考え方のこと。

光ファイバ :電気信号を光に変えて伝送するためのケーブルのこと。

ブロードバンド :高速通信回線の普及によって実現される次世代のコンピュータネットワー

クと、その上で提供される大容量のデータを活用した新たなサービスのこと。

文書管理システム :役場内の文書による事務処理（文書の受付、作成、文書による意思決定

の記録、送付、保存、廃棄）を電子化し、紙の文書と電子文書を一括して管理する情報シス

テムのこと。電子役場の土台となる。

ベンチャー企業 :専門技術を駆使して、新事業を開発する創造的企業のこと。

ホームページ :ＷＷＷ上における情報資源にアクセスする際の最初の画面のこと。本文中で

は、ＷＥＢページのことをいう。

マルチメディア :文字・音声・映像などあらゆるメディア（伝達などの媒体・手段）を有機的

に統合して、情報媒体として有効に利用する技術のこと。デジタル（数値処理）技術やコミュ

ニケーションのインタラクティブ性（双方向性）に特徴づけられる。

ユニバーサルデザイン :年齢や能力、文化などの違いを超えてあらゆる人が利用しやすい生

活環境や製品をつくる考え方のこと。建築、交通、工業製品、情報技術などの分野で導入が広

がっている。高齢者や障害者などに特定せず、あらゆる利用者に配慮する点でバリアフリーと

異なる。

ユビキタス環境 :あらゆる情報機器がネットワークで結ばれ、いつでもどこでも情報をやり

とりできる環境のこと。２１世紀の情報社会の方向性を示す言葉として用いられている。

ユビキタスネットワーク :あらゆる端末がネットワークにつながり、ネットワークの種類を
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問わず、いつでもどこでもあらゆるサービスが利用できる、新たなネットワーク環境のこ

と。

リース :賃貸しのこと。比較的長期のものをいう。

ワンストップサービス :複数の行政サービスを一つの窓口で受けることができる機能のこ

と。これにより、住民が複数の窓口に出向く手間や労力を削減する効果がある。
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